
浄化槽の廃止に伴う最終清掃の実施について 

 

 建物解体時や、公共下水道への切り替え、既設浄化槽から新設の合併浄化槽への転換に伴い、使用して

いた浄化槽を廃止する場合は、浄化槽汚泥等の引き抜き後に十分に洗浄を行うなどの最終清掃を実施して

ください。 

 浄化槽内に付着したし尿や浄化槽汚泥は「一般廃棄物」に該当し、最終清掃を実施せず、そのまま投棄

し、埋めてしまう行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１６条に規定する「不法投棄」に該当

し、違反した時は罰則に処されます。 

 最終清掃は、必ず貝塚市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。 

 また、浄化槽を廃止したときは、浄化槽廃止届出書を貝塚市環境衛生課まで提出してください。 

 

  許可業者（３社）    電話番号 

   辻義設備工業㈱     ０７２-４３１-２２４９ 

   阪南設備工業㈱     ０７２-４２２-０５６８ 

   ㈱コスモエンジニア   ０７２-４３２-５７２７ 

【主な罰則】 

区分 依頼・届出先 関係法令等 違反した場合 

浄化槽の清掃 

 

 

貝塚市の許可業者 浄化槽清掃業を営もうとする者は、

該当事業を行おうとする区域を管轄

する市町村長の許可を受けなければ

ならない。（浄化槽法第３５条） 

１年以下の懲役もし

くは１５０万円以下

の罰金 

浄化槽汚泥の 

収集・運搬 

 

 

貝塚市の許可業者 一般廃棄物の収集又は運搬を業とし

て行おうとする者は、市町村長の許

可を受けなければならない。（廃棄物

の処理及び清掃に関する法律第７

条） 

５年以下の懲役もし

くは１,０００万円以

下の罰金に処し、又

はこれを併科 

不法投棄 

 

 

 

― 何人も、みだりに廃棄物を捨てては

ならない。（廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第１６条） 

５年以下の懲役もし

くは１,０００万円以

下の罰金に処し、又

はこれを併科 

浄化槽廃止届 

 

 

 

貝塚市役所 

環境衛生課 

 

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用

を廃止した時は、環境省令で定める

ところにより、その日から３０日以

内にその旨を都道府県知事に届け出

なければならない。（浄化槽法第１１

条の２） 

５万円以下の過料 

 

 

【お問い合わせ先】 

              貝塚市市民生活部環境衛生課   

              Tel：０７２-４３３-７１８６（直通） 


